
第 3章　施策推進の基本方針

Ⅰ　県民の安全・安心のために
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長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画

Ⅱ　商品・サービスの適切な選択機会の確保のために

Ⅲ　消費者教育の充実のために

Ⅳ　県民意見の反映のために

Ⅴ　相談窓口の強化のために
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